


分野参考様式第６－１号（特定技能所属機関）

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

出入国在留管理庁長官　殿

　　　　　　　特定技能所属機関
氏名又は名称  ${text_organization_name}
住　　　　所  ${text_organization_address}
特定技能外国人
氏　　　　名  ${text_worker_name}
性　　　　別  ${text_worker_gender}
国籍・地域  ${text_worker_nationality}
生年月日 ${text_worker_dob}

記

建設分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。
	【誓約事項】
１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を雇用する場合にあっては、当該外国人に従事させる業務が、土木，建築又はライフライン・設備のいずれかであること。
２．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）を雇用する場合にあっては、当該外国人に従事させる業務が土木，建築又はライフライン・設備のいずれかであること。
３．特定技能所属機関は、１号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた訓練・各種研修の実施等を行うことが必要であり、特に当該１号特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、十分な訓練や各種研修等を実施すること。
４．特定技能雇用契約において特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）第２条第９項に規定する建設業務労働者の就業機会確保の対象とするものではないことを定めること。
５．１号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結する場合にあっては、１号特定技能外国人の受入れに関する計画（以下「建設特定技能受入計画」という。）について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていること。
６．１号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結する場合にあっては、建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること。
７．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
８．特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。


（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。
作成年月日　　　　　　${text_creation_year}　年　${text_creation_month}　月　${text_creation_day}　日
作成責任者　  ${text_responsible_person}　　　　　　　　　　　　　　



